
2009 年 8 月 6 日 
法務レポート             ＮＯ．３１

◆  電気工事業の登録  ◇ 
 

発行元：行政書士浅井事務所 
〒151-0051 渋谷区千駄ヶ谷 3-26-5 金子ビル 401 

Tel 03-5775-0728  Fax 03-5775-0763 
e-mail: jun_asai@ys-office.co.jp 

URL: http://asai-office.jp/ 

 

 

 
一般家庭や商店等の電気設備や、それ以外の 500kw 未満の中小ビル等の電気設備の工事を業務とする

ためには、電気工事業登録申請が必要になります。 

ビル管理業者がそのビル管理の必要上当該ビル内の電気工事を行っている場合は電気工事業には該当

しませんが､依頼を受けて電気工事を行う部分が含まれれば､電気工事業に該当します｡ 

 

 

１．電気工事業登録とは 

 

電気工事（一般用電気工作物又は自家用電気工作物を設置又は変更する工事（軽微な工事を除く））

を、他の者から依頼を受けて自らその全部又は一部の施工を反復・継続して行うには、都道府県への

新規登録が必要となります。 

 

  

２．工事の範囲  

 

一般用電気工作物 ⇒ 電力会社から 600Ｖ以下で受電する電気工作物です（一般住宅等の屋内外配

線及び設備）  

自家用電気工作物 ⇒ 電力会社から 600Ｖ超で受電する電気工作物です。（ビル・工場等のキュー

ビクル本体及び２次側） 

 

＊ ただし、自家用電気工作物のうち電気工事業法の手続きが必要になるのは、「受電電力容量が 

50ＫＷ以上 500ＫＷ未満の設備」です。  

 

 

３．電気工事業者の種類 

 

・登録電気工事業者  

一般用電気工作物に係わる電気工事のみ、又はそれに加えて自家用電機工事を施工する者で、建

設業許可を取得していない事業者が経済産業大臣又は知事に対する登録申請。  

  

  ・みなし登録電気事業者   

一般用電気工作物に係わる電気工事のみ、又はそれに加えて自家用電機工事を施工する者で、建

設業許可を取得している事業者が経済産業大臣又は知事に対する届出。  

  

  ・通知電気事業者  

自家用電気工作物に係わる電気工事のみを施工する者で、建設業許可を取得していない事業者が

経済産業大臣又は知事に対する通知。  

  

  ・みなし通知電気事業者  

   自家用電気工作物に係わる電気工事のみを施工する者で、建設業許可を取得している事業者が経

済産業大臣又は知事に対する通知。  
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４．手続区分の変更 

 

手続区分が変更になった場合は、新たに手続きを行う必要があります。次のケースはその一例です。 

・ 登録事業者が新たに建設業許可を取得した場合→ 新たに届出が必要 

・ 届出事業者が建設業許可を失った場合→ 新たに登録が必要 

・ 通知事業者が一般用電気工作物の工事を追加する場合→ 新たに登録が必要 

 

 

５．有効期限 

 

登録電気工事業者は５年です。登録期間満了後も引き続き電気工事を営む場合は更新登録が必要と

なります。 

届出・通知事業者の場合は、特に期限はありません。 

 

 

６．申請先  

 

・営業所が１つの都道府県内のみの場合   → 営業所所在地の都道府県知事 

・営業所が複数の都道府県にまたがる場合  → 国  

 

電気工事業を営もうとする者は、営業所の所在地の知事の登録（届出・通知）を受けます。なお、

複数の都道府県に営業者を設置して電気工事業を営もうとするときは、経済産業大臣の登録（届出・

通知）を受けなければなりません。  

建設業の許可を受けて電気工事を営む者は、都道府県知事への開始届出が必要となります。また、

建設業の許可更新に伴って変更届出が必要となります。 

 

  

  

 当事務所では、事前調査・各種資料の取り寄せから、完了後のコンサルタントまで行っておりま 

すので、どんなことでもお気軽にご相談ください。  

  

  

 

 

 

 


